
  

岩手大学大学院理工学研究科規則 

 

（平成３１年４月１日制定） 

 

 （趣旨） 

第１条 この規則は，岩手大学大学院学則（以下「大学院学則」という。）及び岩手大学学

位規則（以下「学位規則」という。）に定めるもののほか，岩手大学大学院理工学研究科

（以下「研究科」という。）に関し，必要な事項を定める。 

 

 （人材養成に関する教育研究上の目的） 

第２条 理工学研究科は，持続可能で安全・安心な社会構築を目指し，専門分野の探求に必

要な深い知識，幅広い教養，地域理解，国際性，リーダーシップ及び倫理観を身に付け，

真理への飽くなき探求心で新たな知見の発見，価値の創造に貢献する人材を育成すること

を目的とする。 

 

 （研究科長） 

第３条 大学院学則第９条第２項に基づき，研究科に研究科長を置く。 

２ 研究科長は，理工学研究科教授会（以下「研究科教授会」という。）の招集，理工学研

究科に関する事項の連絡調整，その他必要な業務を処理する。 

 

 （副研究科長） 

第４条 大学院学則第９条第２項に基づき，研究科に副研究科長を置く。 

２ 副研究科長は，研究科の管理運営を円滑に遂行するため，研究科長を補佐する。 

 

 （専攻長） 

第５条 大学院学則第５条に定める各専攻に，専攻長を置く。 

２ 専攻長に関し必要な事項は，別に定める。 

 

（研究科教授会） 

第６条 大学院学則第７条に基づき，理工学研究科に研究科教授会を置く。 

２ 前項の研究科教授会に関する事項は，別に定める。 

 

（専攻会議） 

第７条 大学院学則第７条に基づき，理工学研究科の各専攻に専攻会議を置く。 

２ 前項の専攻会議に関する事項は，別に定める。 

 

 （運営会議） 

第８条 研究科運営の執行に関する責任を持つ機関として，岩手大学理工学部運営会議（以

下「運営会議」という。）を置く。 



  

２ 運営会議について必要な事項は，別に定める。 

 

 （教育研究分野） 

第９条 大学院学則第５条に定める専攻に，次の教育研究分野を置く。 

  自然・応用科学専攻 

化学分野 

生命科学分野 

数理・物理科学分野 

材料科学分野 

  システム創成工学専攻 

電気電子通信工学分野 

機械工学分野 

知能情報工学分野 

社会基盤・環境工学分野 

  デザイン・メディア工学専攻 

デザイン工学分野 

メディア工学分野 

２ 学生は前項に規定する教育研究分野のうち，１つの教育研究分野に所属するものとする。 

 

（教育方法） 

第１０条 研究科の教育は，学生の授業科目の授業及び学位論文の作成等に対する指導によ

り行う。 

２ 研究指導のため，主任指導教員及び副指導教員を置く。主任指導教員及び副指導教員は，

理工学研究科学位点検委員会（以下「学位点検委員会」という。）の審議を経て，研究科

教授会で決定する。 

３ 授業及び研究指導は，教育上特別の必要があると認められる場合には，夜間その他特定

の時間又は時期に行うことができる。 

 

（授業科目及び単位数） 

第１１条 研究科における専攻別の授業科目及び単位数は，別表のとおりとする。 

２ 学生は，履修しようとする授業科目を学期の初めに主任指導教員の承認を得て研究科長

に届け出なければならない。 

３ 主任指導教員が必要と認めたときは，他の専攻又は連合農学研究科若しくは獣医学研究

科の専攻の授業科目を４単位まで履修することができる。ただし，修了に必要な単位に充

当することはできないものとする。 

４ 主任指導教員が必要と認めたときは，岩手大学大学院総合科学研究科各専攻の授業科目

を４単位まで履修することができる。ただし，修了に必要な単位に充当することはできな

いものとする。 

 



  

（単位の授与） 

第１２条 授業科目の履修単位は，筆答又は口頭試験あるいは研究報告の成績を評価して与

えるものとする。 

 

 （他の大学院の授業科目の履修等） 

第１３条 研究科が教育上有益と認めるときは，他の大学の大学院との協議に基づき，学生

に当該大学院の授業科目を履修させることができる。 

２ 学生は，他の大学院の授業科目を履修しようとするときは，主任指導教員を経て，研究

科長の許可を得なければならない。 

３ 前２項の規定により修得した単位は，４単位まで研究科において修得したものとみなす

ことができる。ただし，修了に必要な単位に充当することはできないものとする。 

４ 前項及び第１１条第３項の規定により修得した単位は合算して，４単位を超えないもの

とする。 

５ 前項の規定は，第１６条の規定による留学の場合に準用する。 

６ 前各項に関して必要な事項は，別に定める。 

 

 （入学前の既修得単位） 

第１４条 大学院学則第１７条の２に定める入学前の既修得単位の認定については，理工学

研究科教務委員会の審議を経て，研究科教授会で決定する。 

 

（他の大学院等における研究指導） 

第１５条 研究科が教育上有益と認めるときは，他の大学院等との協議に基づき，学生が当

該大学院等における研究指導を受けることができる。ただし，その期間は１年を超えない

ものとし，更に教育上有益であると研究科において認めるときは１年以内の延長を認める

ことができる。 

２ 学生は，他の大学院等で研究指導を受けようとするときは，主任指導教員を経て，研究

科長の許可を得なければならない。 

３ 前２項の規定により受けた研究指導は，研究科における研究指導の一部とみなすことが

できる。 

４ 前項の規定は，第１６条の規定による留学の場合に準用する。 

５ 前各項に関して必要な事項は，別に定める。 

 

（留学） 

第１６条 研究科が教育上有益と認めるときは，外国の大学院との協議に基づき，学生が当

該大学院に留学することを許可することができる。 

２ 学生は，外国の大学院に留学しようとするときは，研究科長を経て，学長の許可を得な

ければならない。 

 

 （修了及び学位の授与） 



  

第１７条 研究科の修了要件は，３年以上在学し，授業科目について別表第２に記載された

単位数以上を修得し，かつ，必要な研究指導を受けた上，博士学位論文（以下「学位論文」

という。）の審査及び試験に合格することとする。ただし，在学期間については，優れた

業績を上げた者については１年（本学大学院又は他の大学院において，優れた業績を上げ

て１年以上の在学期間をもって修士課程を修了した者にあっては，当該修士課程における

在学期間を含む３年）以上在学すれば足りるものとする。 

２ 前項の規定に定める修了要件を満たした者に博士の学位を授与する。 

３ 前２項に規定するもののほか，学位授与について必要な事項は別に定める。 

 

（学位論文の審査） 

第１８条 学位論文の審査を受けようとする学生は，所定の単位を修得し，研究科の指定す

る期日までに学位論文を研究科長に提出しなければならない。 

 

（最終試験） 

第１９条 最終試験は，所定の単位を修得し，学位論文を提出した者について，各専攻にお

いて行う。その期日及び試験の方法については，あらかじめ発表する。 

 

 （特別聴講学生） 

第２０条 大学院学則第４８条第１項で定める特別聴講学生を受け入れる場合は，理工学

研究科教務委員会（以下「研究科教務委員会」という。）の審議を経て，研究科教授会

で決定する。 

 

（特別研究学生） 

第２１条 大学院学則第４９条第１項で定める特別研究学生を受け入れる場合は，研究科

教務委員会の審議を経て，研究科教授会で決定する。 

 

（研究生） 

第２２条 大学院学則第４７条第１項で定める研究生を受け入れる場合は，研究科教務委員

会の審議を経て，研究科教授会で決定する。 

 

（雑則） 

第２３条 この規則に定めるもののほか必要な事項は，別に定める 

 

 

   附 則  

１ この規則は，平成３１年４月１日から施行する。 

２ この規則は，平成３１年度入学者から適用し，平成３０年度以前の工学研究科入学者に

ついては，なお従前の例による。 

３ 岩手大学大学院工学研究科規則（平成１６年４月１日制定）は，廃止する。 



  

 

   附 則  

この規則は，令和４年７月５日から施行する。 



  

別表第１ 第１１条第１項に定められた授業科目及び単位数 
 

理工学研究科 博士課程 
 

自然・応用科学専攻 

科目区分 授業科目 
単位数 

必修 選択 
研究科共通科目 理工学人材育成特論 

グローバルキャリアデザイン 
国際ビジネス特論 
英語コミュニケーション 
上級科学技術英語 
長期インターンシップ 
デザイン思考論 
数理・情報科学特論 

１  
１ 
２ 
１ 
１ 
４ 
１ 
１ 

専攻共通科目 分子機能化学特論 
ナノ材料化学特論 
生命生体機能特論 
細胞再生医療特論 
基礎数理科学特論 
応用数理科学特論 
基礎物理科学特論 
物性物理科学特論 
金属材料理工学特論 
機能材料理工学特論 
材料評価学特論 

 ２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 

分野別科目 演習科目 化学系特別演習Ⅰ 
化学系特別演習Ⅱ 
生命科学系特別演習Ⅰ 
生命科学系特別演習Ⅱ 
数理・物理科学系特別演習Ⅰ 
数理・物理科学系特別演習Ⅱ 
材料科学系特別演習Ⅰ 
材料科学系特別演習Ⅱ 

 １ 
１ 
１ 
１ 
１ 
１ 
１ 
１ 

研究指導科目 化学系特別研究Ⅰ 
化学系特別研究Ⅱ 
化学系特別研究Ⅲ 
生命科学系特別研究Ⅰ 
生命科学系特別研究Ⅱ 
生命科学系特別研究Ⅲ 
数理・物理科学系特別研究Ⅰ 
数理・物理科学系特別研究Ⅱ 
数理・物理科学系特別研究Ⅲ 
材料科学系特別研究Ⅰ 
材料科学系特別研究Ⅱ 
材料科学系特別研究Ⅲ 

 １ 
１ 
２ 
１ 
１ 
２ 
１ 
１ 
２ 
１ 
１ 
２ 



  

 
システム創成工学専攻 

科目区分 授業科目 
単位数 

必修 選択 
研究科共通科目 理工学人材育成特論 

グローバルキャリアデザイン 
国際ビジネス特論 
英語コミュニケーション 
上級科学技術英語 
長期インターンシップ 
デザイン思考論 
数理・情報科学特論 

１  
１ 
２ 
１ 
１ 
４ 
１ 
１ 

専攻共通科目 電気エネルギー特論 
電子デバイス特論 
通信・電子システム特論 
航空宇宙特論Ⅰ 
航空宇宙特論Ⅱ 
バイオ・ロボティクス特論Ⅰ 
バイオ・ロボティクス特論Ⅱ 
システムデザイン特論Ⅰ 
システムデザイン特論Ⅱ 
コンピュータ科学特論 
知覚情報処理特論 
知能システム特論 
建設工学特論Ⅰ 
建設工学特論Ⅱ 
環境工学特論Ⅰ 
環境工学特論Ⅱ 
防災工学特論Ⅰ 
防災工学特論Ⅱ 

 ２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 

分野別科目 演習科目 電気電子通信工学系特別演習Ⅰ 
電気電子通信工学系特別演習Ⅱ 
機械工学系特別演習Ⅰ 
機械工学系特別演習Ⅱ 
知能情報工学系特別演習Ⅰ 
知能情報工学系特別演習Ⅱ 
社会基盤・環境工学系特別演習Ⅰ 
社会基盤・環境工学系特別演習Ⅱ 

 １ 
１ 
１ 
１ 
１ 
１ 
１ 
１ 

研究指導科目 電気電子通信工学系特別研究Ⅰ 
電気電子通信工学系特別研究Ⅱ 
電気電子通信工学系特別研究Ⅲ 
機械工学系特別研究Ⅰ 
機械工学系特別研究Ⅱ 
機械工学系特別研究Ⅲ 
知能情報工学系特別研究Ⅰ 
知能情報工学系特別研究Ⅱ 

 １ 
１ 
２ 
１ 
１ 
２ 
１ 
１ 



  

知能情報工学系特別研究Ⅲ 
社会基盤・環境工学系特別研究Ⅰ 
社会基盤・環境工学系特別研究Ⅱ 
社会基盤・環境工学系特別研究Ⅲ 

２ 
１ 
１ 
２ 

 
デザイン・メディア工学専攻 

科目区分 授業科目 
単位数 

必修 選択 
研究科共通科目 理工学人材育成特論 

グローバルキャリアデザイン 
国際ビジネス特論 
英語コミュニケーション 
上級科学技術英語 
長期インターンシップ 
デザイン思考論 
数理・情報科学特論 

１  
１ 
２ 
１ 
１ 
４ 
１ 
１ 

専攻共通科目 デザイン･メディア工学特論 
プロダクトデザイン特論 
デジタルコンテンツデザイン特論 
計測データ解析特論 
仮想環境構築特論 

２  
２ 
２ 
２ 
２ 

分野別科目 演習科目 デザイン工学系特別演習 
メディア工学系特別演習 
デザイン・メディア工学融合演習 

 
 
１ 

１ 
１ 

 
研究指導科目 デザイン工学系特別研究Ⅰ 

デザイン工学系特別研究Ⅱ 
デザイン工学系特別研究Ⅲ 
メディア工学系特別研究Ⅰ 
メディア工学系特別研究Ⅱ 
メディア工学系特別研究Ⅲ 

 １ 
１ 
２ 
１ 
１ 
２ 

 
 



  

別表第２  第１７条第１項に定められた修了に必要となる単位数 
 

専攻 修了に必要となる単位数 
自然・応用科学専攻 ① 研究科共通科目から，２単位以上修得すること。（必修

の理工学人材育成特論１単位を含む。） 
② 専攻共通科目から，所属する教育研究分野の科目を含め

４単位以上修得すること。 
③ 分野別科目の演習科目から，所属する教育研究分野の科

目を２単位以上修得すること。 
④ 分野別科目の研究指導科目から，所属する教育研究分野

の科目を４単位以上修得すること。 
⑤ ①～④の合計で，１２単位以上修得すること。 
 

システム創成工学専攻 ① 研究科共通科目から，２単位以上修得すること。（必修

の理工学人材育成特論１単位を含む。） 
② 専攻共通科目から，所属する教育研究分野の科目を含め

４単位以上修得すること。 
③ 分野別科目の演習科目から，所属する教育研究分野の科

目を２単位以上修得すること。 
④ 分野別科目の研究指導科目から，所属する教育研究分野

の科目を４単位以上修得すること。 
⑤ ①～④の合計で，１２単位以上修得すること。 
 

デザイン・メディア工学専攻 ① 研究科共通科目から，２単位以上修得すること。（必修

の理工学人材育成特論１単位を含む。） 
② 専攻共通科目から，所属する教育研究分野の科目を含め

４単位以上修得すること。（必修のデザイン･メディア

工学特論２単位を含む。） 
③ 分野別科目の演習科目から，所属する教育研究分野の科

目を２単位以上修得すること。（必修のデザイン・メデ

ィア工学融合演習１単位を含む。） 
④ 分野別科目の研究指導科目から，所属する教育研究分野

の科目を４単位以上修得すること。 
⑤ ①～④の合計で，１２単位以上修得すること。 
 

 
 
 


